
危険予知でゼロ災　ヨシ！ 
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安全環境のしおり

墜落災害防止強化月間11月１日～11月30日

墜落災害を僕滅しよう！墜落災害を僕滅しよう！墜落災害を撲滅しよう！

火災予防強調月間

夜間、誰もいない現場事務所(作業員詰所）等で充電中にプラグ周りのほ
こりや充電池からの発火、たこ足配線からの熱による発火も過去に事例が
あります。
　①夜間の充電は原則禁止とすること。
　②充電時は周りに可燃物や危険物は置かないこと。
　③たこ足配線や長時間充電しないこと。

　事前の確認、作業中の確認、作業直後の確認
　だけでなく、１時間後、２時間後等の残火状
　況を火気使用箇所だけでなく、周りや下階等
　を確認し、記録を残してください。 ⇒

☆『安全ひと声』は誰でもいつでも声を掛け合い作業し、『指差呼称』は一度作業や動作を止めて、安全確認をしてから、次に動くこと。

火気使用時の届出について
１.墜落危険作業を始める前に１.墜落危険作業を始める前にリスクアセスメントリスクアセスメント を実施し、 を実施し、
　作業計画、作業手順を作成　作業計画、作業手順を作成し、関係者全員に周知してかし、関係者全員に周知してか
　ら作業すること。　ら作業すること。
２.高さ２ｍ以上の高所作業では、足場･手すりを設け、かつ２.高さ２ｍ以上の高所作業では、足場･手すりを設け、かつ
　端部では、安全帯を使用すること。 (　端部では、安全帯を使用すること。 (２重の安全対策２重の安全対策）
３.毎日、作業開始前に作業場所をみんなで３.毎日、作業開始前に作業場所をみんなで点検点検し、墜落防し、墜落防
　止設備の維持管理に努めること。　止設備の維持管理に努めること。
４.立馬、はしご等の使用者は正しい使用方法や禁止行為を４.立馬、はしご等の使用者は正しい使用方法や禁止行為を
　確認し、　確認し、適正に使用適正に使用すること。すること。
５.層間ネットは作業で外したら、５.層間ネットは作業で外したら、元に戻す元に戻すこと。こと。
６.高さ２ｍ未満でも、移動を伴う作業では、原則６.高さ２ｍ未満でも、移動を伴う作業では、原則２丁掛けの２丁掛けの
　フルハーネス型安全帯を使用　フルハーネス型安全帯を使用し、フック掛け替え時に未使し、フック掛け替え時に未使
　用状態をつくらないようにすること。　用状態をつくらないようにすること。

今年度６月に３件の墜落災害が発生、いずれも安全帯
を使用していれば、墜落が防げた事例
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今年度当社で発生した事例で、夜間、充電中の充電器
から発火したと思われる火災です。
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１）足場関連
　・一側足場の使用範囲の明確化（２０２４．４．１施行）
　・足場の点検時の点検者の指名の義務付け（２０２３．１０．１施行）
　・足場点検後の点検者名の記録及び当該記録の保存の義務化
  　　（２０２３．１０．１施行）
２）化学物質関連
　・化学物質管理者の選任義務（２０２４．４．１施行）
　・保護具着用管理責任者の選任義務（２０２４．４．１施行）
３）石綿障害予防規則・石綿調査者資格（２０２３．１０．１施行）
４）金属アーク溶接関連
　・金属アーク溶接等限定技能講習の創設（２０２４．１．１施行）
５）貨物自動車関連
　・昇降設備の設置（２０２３．１０．１施行）
　・保護帽の着用義務（２０２３．１０．１施行）
　・テールゲートリフター操作業務従事者への特別教育義務化
　　（２０２４．２．１施行）
　・運転席から離れる場合の措置（２０２３．１０．１施行）
６）一人親方への安全衛生対策（２０２３．４．１施行）
  　　　　　　　　　　　　※詳細は現場職員にお聞きください。
 

最近の法改正について

　不使用者は、即時、不使用者は、即時、退場処分退場処分です。です。


